
JP 2014-27473 A5 2015.9.10

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成27年9月10日(2015.9.10)

【公開番号】特開2014-27473(P2014-27473A)
【公開日】平成26年2月6日(2014.2.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-007
【出願番号】特願2012-166116(P2012-166116)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/19     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/215    (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   9/02     (2006.01)
   Ｈ０３Ｂ   5/32     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ    9/19     　　　Ｊ
   Ｈ０３Ｈ    9/215    　　　　
   Ｈ０３Ｈ    9/02     　　　Ｋ
   Ｈ０３Ｂ    5/32     　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｌ   41/18     １０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ   41/08     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月24日(2015.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部と、
　前記基部から突出し、平面視で前記突出の方向と交差する所定方向に沿って並んで配置
されている一対の振動腕と、
　前記基部から前記突出する方向に沿って突出し、一対の前記振動腕の間に位置する支持
腕と、を含み、
　前記基部は、平面視で、前記支持腕が突出している側と反対側に、前記支持腕から離れ
るに従い前記所定方向の長さが漸減している第１縮幅部を含むことを特徴とする振動片。
【請求項２】
　前記第１縮幅部の輪郭は、平面視で、前記所定方向と直交する方向に沿った仮想線に対
して対称形状であると共に、前記所定方向と交差する一対の直線状の傾斜部を有している
請求項１に記載の振動片。
【請求項３】
　前記第１縮幅部は、一対の前記傾斜部の間に角を有する請求項２に記載の振動片。
【請求項４】
　前記第１縮幅部の輪郭は、平面視で、前記所定方向と直交する方向に沿った仮想線に対
して対称形状であると共に、円弧状である請求項１に記載の振動片。
【請求項５】
　前記第１縮幅部の前記所定方向の長さの最大値は、一対の前記振動腕の間の最短距離よ
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りも大きい請求項１ないし４のいずれか一項に記載の振動片。
【請求項６】
　前記支持腕の前記基部側に、厚さ方向に貫通する貫通孔が形成されている請求項１ない
し５のいずれか一項に記載の振動片。
【請求項７】
　前記基部は、平面視で、一対の前記振動腕が突出している側に、前記基部から一対の前
記振動腕が突出する方向に向かうに従い前記所定方向の長さが漸減する第２縮幅部を有し
、
　前記支持腕は、前記第２縮幅部から突出している請求項１ないし６のいずれか一項に記
載の振動片。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の振動片と、
　前記振動片を収納するパッケージと、を備え、前記支持腕が前記パッケージに固定され
ていることを特徴とする振動子。
【請求項９】
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の振動片と、
　前記振動片と電気的に接続されている発振回路と、を備えることを特徴とする発振器。
【請求項１０】
　請求項１ないし７のいずれか一項に記載の振動片を備えることを特徴とする電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
　［適用例１］
　本発明の振動片は、基部と、
　前記基部から突出し、平面視で前記突出の方向と交差する所定方向に沿って並んで配置
されている一対の振動腕と、
　前記基部から前記突出する方向に沿って突出し、一対の前記振動腕の間に位置する支持
腕と、を含み、
　前記基部は、平面視で、前記支持腕が突出している側と反対側に、前記支持腕から離れ
るに従い前記所定方向の長さが漸減している第１縮幅部を含むことを特徴とする。
　これにより、第１縮幅部によって振動腕の振動が相殺（緩和・吸収）され、振動漏れを
抑制することができる。そのため、優れた振動特性を有する振動片が得られる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　［適用例２］
　本発明の振動片では、前記第１縮幅部の輪郭は、平面視で、前記所定方向と直交する方
向に沿った仮想線に対して対称形状であると共に、前記所定方向と交差する一対の直線状
の傾斜部を有していることが好ましい。
　これにより、第１縮幅部の形状が簡単なものとなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　［適用例３］
　本発明の振動片では、前記第１縮幅部は、一対の前記傾斜部の間に角を有することが好
ましい。
　これにより、第１縮幅部の先端が尖った形状となり、より振動漏れを抑制することがで
きる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　［適用例４］
　本発明の振動片では、前記第１縮幅部の輪郭は、平面視で、前記所定方向と直交する方
向に沿った仮想線に対して対称形状であると共に、円弧状であることが好ましい。
　これにより、第１縮幅部の形状が簡単なものとなるとともに、より振動漏れを抑制する
ことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　［適用例５］
　本発明の振動片では、前記第１縮幅部の前記所定方向の長さの最大値は、一対の前記振
動腕の間の最短距離よりも大きいことが好ましい。
　これにより、より効果的に振動漏れを抑制することができる。
　［適用例６］
　本発明の振動片では、前記支持腕の前記基部側に、厚さ方向に貫通する貫通孔が形成さ
れていることが好ましい。
　これにより、振動腕の振動が基部を介して支持腕に伝達されることを抑制することがで
きるため、より効果的に、振動漏れを抑制することができる。また、振動腕の同相モード
の固有振動周波数を低周波側へシフトさせることもできる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　［適用例７］
　本発明の振動片では、前記基部は、平面視で、一対の前記振動腕が突出している側に、
前記基部から一対の前記振動腕が突出する方向に向かうに従い前記所定方向の長さが漸減
する第２縮幅部を有し、
　前記支持腕は、前記第２縮幅部から突出していることが好ましい。
　これにより、第１、第２縮幅部の相乗効果によって、より効果的に、振動漏れを抑制す
ることができる。
【手続補正８】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　第１縮幅部２２２の輪郭は、平面視にて、Ｘ軸およびＹ軸の両軸に対して傾斜する直線
状の傾斜部２２２ａ、２２２ｂで構成されており、これら傾斜部２２２ａ、２２２ｂの一
端（－Ｙ軸方向側の端）同士が対称軸Ｙ’上で接続されている。すなわち、傾斜部２２２
ａと２２２ｂとは例えば振動腕２３０と振動腕２４０との間の中心を通る対称軸（仮想線
）Ｙ’を境にして実質的に対称関係である。そのため、第１縮幅部２２２は、その先端部
に、傾斜部２２２ａ、２２２ｂを辺とする角を有し、尖っている。第１縮幅部２２２をこ
のような形状とすることにより、後述するように、振動漏れを効果的に抑制することがで
きるとともに、第１縮幅部２２２の構成の簡易化を図ることができる。
　なお、傾斜部２２２ａ、２２２ｂとＸ軸とのなす角度θとしては、特に限定されないが
、例えば、第１縮幅部２２２の過度な大型化を抑制する観点からすると、５°以上、７０
°以下程度であるのが好ましく、１０°以上、５０°以下程度であるのがより好ましい。
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